
鳥取県指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会 
（鳥取県立人権ひろば 21指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会） 

委員を募集します。 
 

 

 

 

 

【委員の概要】 
◇募集人数 １名 

◇任 期 委嘱の日から令和 11年３月 31日 

◇開催回数 任期中３回程度 

 

【応募要領】 
◇応募資格（次の条件を全て満たす方） 

（１）人権分野に精通した有識者（県内在住で 18歳以上の者） 

（２）主に鳥取市内で平日に開催する委員会に出席できる方 

（３）任命時に、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定のない方 

（４）鳥取県暴力団排除条例（平成 23年鳥取県条例第 3号）に規定する暴力団員等でない方 

（５）国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない方 

◇応募方法 

以下の書類を持参、郵送又は電子メールにより提出してください。なお、ご提出いただいた書類は返却い

たしませんので、予めご了承ください。 

（１）鳥取県立人権ひろば 21 指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会公募委員応募申込書 

所定の応募申込書に、氏名（ふりがな）、生年月日、住所、連絡先電話番号・電子メールアドレス、略

歴、自己ＰＲを記入してください。 

※応募申込書は人権・同和対策課ホームページでもダウンロードできます。  

（https://www.pref.tottori.lg.jp/jinken/） 

（２）応募動機について 400 字程度で記載した作文（様式自由） 

◇応募期限  令和５年３月６日（月）（当日消印有効） 

◇選考方法及び結果通知 

申込書、作文及び次のとおり行う面接による審査により決定し、選考結果は速やかに応募者に通知します。 

なお、面接日時は後日お知らせします。 

（１）日時 ３月中旬～下旬（予定） 

（２）場所 県庁会議室（鳥取市東町） 

（３）内容 個別面接による人権への思いや意欲等の確認（1人 10分程度） 

 

【委員会の概要】 
◇協議会の事務 

（１）指定管理候補者審査委員会 

ア 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成 16 年鳥取県条例 67 号。以

下「手続条例」という。）第５条の規定による審査に関する事項 

イ 手続条例第６条第２項及び第４項の規定による審査に関する事項 

ウ 手続条例第 22条第３項の規定による審査に関する事項 

エ 前３号に掲げるもののほか、指定管理候補者の選定及び審査に必要とする事項 

（２）指定管理施設運営評価委員会 

 ア 指定管理施設の管理運営状況の評価に関する事項 

イ 指定管理施設の管理運営に関する調査及び提言に関する事項 

◇委員構成 委員５名（公募委員を含む） 

◇その他 報酬（10,200円）と協議会出席のための旅費を支給 
 

 

 

 

【応募先・問合せ先】 

鳥取県総務部人権局 人権・同和対策課 〒680-8570 鳥取市東町一丁目 220番地 

電話：０８５７－２６－７１２１  ファクシミリ：０８５７－２６－８１３８ 電子メール：jinken@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ： https://www.pref.tottori.lg.jp/jinken/ 

 

皆様のご意見を幅広く施策に反映させるため、鳥取県指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委

員会（鳥取県立人権ひろば 21 指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会）において、ご意見を

いただける方を募集します。なお、本任命については鳥取県議会令和５年２月定例会において、本件に

係る予算案が原案のとおり可決された場合に任命を行います。 

 



鳥取県立人権ひろば 21指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会 

公募委員応募申込書 

※応募動機、人権に対する思いについて400字程度で記載した作文（様式自由）と併せてご提出くだ

さい。 

ふ り が な  
生年月

日 

年  月  日生 

 

（満  歳）※R5.4.1 現在の年齢 
氏     名 

 

 

住     所 

〒   － 

 

連 絡 先 

電話番号 

 

（自宅・勤務先・携帯）※該当するものを○で囲んでください。 

電子メール 
 

 

応募資格の確認 

（該当する項目にチ

ェックを入れてくだ

さい。すべてを満た

す方に応募資格があ

ります。） 

□ 就任時点で県内在住の１８歳以上で、人権尊重の社会づくりに意欲がある。 

□ 主に鳥取市内で平日に開催する委員会に出席できる。 

□ 任命時に、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任

する予定はない。 

□ 鳥取県暴力団排除条例（平成 23年鳥取県条例第 3号）に規定する暴力団員等

でない。 

□ 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員ではない。 

略   歴 

・ 

自己ＰＲ等 

 

 

（差し支えのな

い範囲で御記

入ください） 

 

 

 

 

 


